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トピックストピックストピックス

総務委員会

事故防止・物流DX展示会＆セミナー

健康経営セミナー

　８月６日（水）、茨城県トラック総合会館において、
令和７年度第２回総務委員会を開催し、来年開催の第
６９回関東トラック事業者大会、熱中症防止対策助成
金交付要綱の制定、令和７年度「トラック運送業界の
将来を考える特別検討委員会」の委員推薦について審議し、了承されました。
　なお、第６９回関東トラック事業者大会は、茨城県が当番であることから、今後は
総務委員による実行委員会を立ち上げ、準備を進めていくこととなりました。

　８月５日 ( 火 )、茨城県トラック総合会館におい
て、「事故防止・物流ＤＸ展示セミナー」を開催し、
１０３名が参加しました。
　展示会では、物流 DX 対応の IT 機器、運送業向け
各種システム等を扱う国内２５社が出展しました。
　また、物流企業・メーカー７社が、午前の部では「給
与体系見直しからデジタコデータ活用まで！」と題し
た講演を行い、午後の部では「業務前自動点呼活用セ
ミナー」を開き、会員事業者が気軽に参加できる有意
義な機会となりました。

　８月２１日（木）、茨城県トラック総合会館におい
て、アクサ生命㈱と共催で「健康経営セミナー」を開
催し、２２社２４名が参加しました。
　セミナーでは、稲田社労士事務所・東京管理協会代
表、㈱いなだコンサルティング代表取締役の稲田耕平氏を講師にお招きし、「～
Beyond ２０２４年問題～　人材不足を解消する‼魅力ある会社づくりを目指す労務
管理」について講演していただきました。２０２４年問題に関する確認、労働時間の
改善と生産性向上、人材定着、健康経営の推進等の取り組み事例について詳しく説明
を受けました。
　続いて、全国健康保険協会茨城支部の根田智也氏より「協会けんぽ茨城支部の健康
宣言事業」について、説明をいただきました。
　参加者は、最後まで真剣に受講していました。
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トピックス委員会・部会だより

　８月５日 ( 火）、茨城県トラック総合会館において、第２回交通環境委員会を開催
しました。下記議題について審議し、原案のとおり承認されました。

　【議題】
　（１）正・副委員長の選任について
　（２) 令和７年度委員会事業について　
　（３) 令和７年度交通事故防止コンクール実施要領に
　　　ついて
　（４）秋の全国交通安全運動に係る広報活動の実施に
　　　ついて
　（５) その他

　また、正・副委員長については、次のとおり選任されました。

　委  員 長　小圷　正広　氏　㈱藤井運送　（新任）
　副委員長　箱守　伸夫　氏　丸関運輸㈱ （再任）
　　 〃　　 弓山　智廣　氏　㈱丸ト　　  （再任）

　８月２２日（金）、茨城県トラック総合会館において、第２回役員会を開催しました。
下記議題について審議し、原案のとおり承認されました。

　【議題】
　（１）　行事予定について
　　　①交通安全キャンペーンについて
　　　②視察研修会について
　　　③関東ブロック女性協議会研修会について
　　　④正副部会長会議について
　（２）その他
　　　①令和８年度行事予定について

　また、第１回勉強会を開催し、飯島部会長の挨拶
の後、小倉会長からも挨拶をいただきました。
　六興実業㈱代表取締役の段林修平氏を講師に迎え、
今後の勉強会における「テーマ選定」を行いました。
　女性部会では今後、会社経営における課題解決に
向けた勉強回を計４回実施する予定です。

【交通・環境対策委員会】（大塚博担当副会長、小圷正広委員長）

【女性部会　第２回役員会・第１回勉強会】（飯島智佳子部会長）

役員会

勉強会
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トピックス適正化だより協会だより

令和７年度整備管理者選任後研修会の開催について令令和和７７年年度度整整備備管管理理者者研研修修会会開開催催ののごご案案内内ににつついいてて  

  
この度、関東運輸局茨城運輸支局の主催により、標記研修会が下記の通り開催

されますので、ご案内致します。 
この研修会は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条に基づき整備管理者

の受講が義務付けられていますので、対象者は必ず受講願います。 
 

記 
 

１．受講対象者 
運送事業者に現在選任されている整備管理者であって、昨年度の当研修を

受講していない方

今年度、新たに運送事業者の整備管理者に選任された方（選任年度もしく

は次年度に受講して下さい。）

※※整整備備管管理理補補助助者者のの方方はは、、受受講講対対象象外外ののたためめ受受講講すするる必必要要ははあありりまませせんん。。

２．受講申込方法 
事事前前申申込込制制でですす。。※※令令和和６６年年度度よよりり予予約約シシスステテムムででのの申申込込へへ変変更更ととななりりまますす。。

受講希望の方は、別紙研修会期日等を確認の上、ご希望の日程の１週間前まで 
に下記のサイトからお申込みください。（※申込状況によっては、１週間前まで 
にお申込みいただきましてもご希望に添えない場合があります。） 

なお、ネット環境が無く事前申込の困難な方は、茨城運輸支局へご相談くださ 
い。 
 
○運輸局研修予約システム https://seminar-reservation.jp/seminar 

※※受受付付開開始始はは８８月月３３１１日日ととななりりまますす。。  
 
３．研修会期日等 

別紙記載のとおり 
 
４．研修時間 

受付時間 １２時１５分 ～ １３時３０分 （必ず本人が受付して下さい） 
研修時間 １３時３０分 ～ １６時２０分 （遅刻は受講不可） 

 
５．持参するもの 

整備管理者手帳・筆記用具 
 
６．費用等

○資料代：協会員は茨城県トラック協会より全額助成致します。

ただし、手帳を交付の方は５００円負担となります。

○整備管理者手帳の交付を希望する方（初めての方、再交付の方） 
① 写真１枚 縦３.５㎝×横３.０㎝ ② 交付料 ５００円  

令令和和７７年年度度整整備備管管理理者者研研修修会会開開催催ののごご案案内内ににつついいてて  

  
この度、関東運輸局茨城運輸支局の主催により、標記研修会が下記の通り開催

されますので、ご案内致します。 
この研修会は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条に基づき整備管理者

の受講が義務付けられていますので、対象者は必ず受講願います。 
 

記 
 

１．受講対象者 
運送事業者に現在選任されている整備管理者であって、昨年度の当研修を

受講していない方

今年度、新たに運送事業者の整備管理者に選任された方（選任年度もしく

は次年度に受講して下さい。）

※※整整備備管管理理補補助助者者のの方方はは、、受受講講対対象象外外ののたためめ受受講講すするる必必要要ははあありりまませせんん。。

２．受講申込方法 
事事前前申申込込制制でですす。。※※令令和和６６年年度度よよりり予予約約シシスステテムムででのの申申込込へへ変変更更ととななりりままししたた。。

受講希望の方は、別紙研修会期日等を確認の上、ご希望の日程の１週間前まで 
に下記のサイトからお申込みください。（※申込状況によっては、１週間前まで 
にお申込みいただきましてもご希望に添えない場合があります。） 
なお、ネット環境が無く事前申込の困難な方は、茨城運輸支局へご相談くださ 

い。 
 
○運輸局研修予約システム https://seminar-reservation.jp/seminar 

※※受受付付開開始始はは８８月月３３１１日日でですす。。  
 
３．研修会期日等 

別紙記載のとおり 
 
４．研修時間 

受付時間 １２時１５分 ～ １３時３０分 （必ず本人が受付して下さい） 
研修時間 １３時３０分 ～ １６時２０分 （遅刻は受講不可） 

 
５．持参するもの 

整備管理者手帳・筆記用具 
 
６．費用等

○資料代：協会員は茨城県トラック協会より全額助成致します。

ただし、手帳を交付の方は５００円負担となります。

○整備管理者手帳の交付を希望する方（初めての方、再交付の方） 
① 写真１枚 縦３.５㎝×横３.０㎝ ② 交付料 ５００円  
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トピックス協会だより

別紙

期　日 受付時間 研修時間

【留意点】 受付(必ず本人が受付して下さい
研修(遅刻や早退、代理受講や中抜けは認めません）

令和７年度整備管理者選任後研修会期日等

会　場 予定人数

10月24日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
（金）

11月4日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
(火)

11月11日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
(火)

11月27日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
(木)

12月4日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
(木)

12月12日 茨城県トラック総合会館
水戸市見川町2440-1
℡ 029-303-6363

300人 12:15～13:30 13:30～16:20
(金)

本件に関する問合せ先

　茨城運輸支局　保安担当　ＴＥＬ：０２９－２４７－５３４８　音声ガイダンス「３」
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委員会・部会だより適正化だより協会だより
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委員会・部会だより協会だより
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協会だより適正化だより協会だより

トラック運送事業者のための人材確保・労務環境改善セミナーの開催についてトトララッックク運運送送事事業業者者ののたためめのの人人材材確確保保・・

労労務務環環境境改改善善セセミミナナーーのの開開催催ににつついいてて

物流の２０２４年問題を契機に、物流業界ではドライバー不足や高齢化、長時間労働の是正

といった構造的課題が一層深刻さを増しています。場当たり的な人材採用では、もはや人材の確

保や定着は困難であり、抜本的な見直しが求められています。こうした状況に対応するには、働

きやすく魅力ある職場づくりと、将来を見据えた戦略的な労務管理が不可欠です。人材が集まり、

育ち、そして定着する職場を実現することは、企業の持続的成長に直結する重要な経営課題とな

っています。

このような状況の中で、最新の業界動向や法制度の変化を踏まえつつ、実際の企業で進む先進

的な取り組みや改善策を具体的にご紹介します。処遇の見直し、柔軟な勤務体制の導入、現場と

経営層の連携強化といった実効性ある施策について理解を深め、自社に応じた実践への手がか

りを得ていただくことを目的とする標記セミナーを下記の日程により開催いたします。

つきましては、参加ご希望の方は、申込書にご記入の上、１０月９日 木 までにＦＡＸまた

は、セミナー予約システムにてお申込み下さい。

※セミナー予約システム『 』

記

 
１．日 時 令和７年１０月１７日（金） １３時３０分～１５時３０分まで

（受付１３時から）

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．講 師 株式会社コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬 氏

４．内 容 ①運転者人材等の採用

②人材が定着するための労働環境の整備

③人材確保・定着、働き方改革等に対する助成金

④人材採用、定着、法令活用におけるＡＩ活用

５．受講者枠 １００名（先着順）

６．問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 飯島 電話：０２９－３０３－６３６３

トトララッックク運運送送事事業業者者ののたためめのの人人材材確確保保・・労労務務環環境境改改善善セセミミナナーー参参加加申申込込書書

令和７年 月 日

茨城県トラック協会 あて ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

会 社 名
住 所
連 絡 先

参加者

氏 名 役職

参加者

氏 名 役職

トトララッックク運運送送事事業業者者ののたためめのの人人材材確確保保・・

労労務務環環境境改改善善セセミミナナーーのの開開催催ににつついいてて

物流の２０２４年問題を契機に、物流業界ではドライバー不足や高齢化、長時間労働の是正

といった構造的課題が一層深刻さを増しています。場当たり的な人材採用では、もはや人材の確

保や定着は困難であり、抜本的な見直しが求められています。こうした状況に対応するには、働

きやすく魅力ある職場づくりと、将来を見据えた戦略的な労務管理が不可欠です。人材が集まり、

育ち、そして定着する職場を実現することは、企業の持続的成長に直結する重要な経営課題とな

っています。

このような状況の中で、最新の業界動向や法制度の変化を踏まえつつ、実際の企業で進む先進

的な取り組みや改善策を具体的にご紹介します。処遇の見直し、柔軟な勤務体制の導入、現場と

経営層の連携強化といった実効性ある施策について理解を深め、自社に応じた実践への手がか

りを得ていただくことを目的とする標記セミナーを下記の日程により開催いたします。

つきましては、参加ご希望の方は、申込書にご記入の上、１０月９日 木 までにＦＡＸまた

は、セミナー予約システムにてお申込み下さい。

※セミナー予約システム『 』

記

 
１．日 時 令和７年１０月１７日（金） １３時３０分～１５時３０分まで

（受付１３時から）

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．講 師 株式会社コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬 氏

４．内 容 ①運転者人材等の採用

②人材が定着するための労働環境の整備

③人材確保・定着、働き方改革等に対する助成金

④人材採用、定着、法令活用におけるＡＩ活用

５．受講者枠 １００名（先着順）

６．問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 飯島 電話：０２９－３０３－６３６３

トトララッックク運運送送事事業業者者ののたためめのの人人材材確確保保・・労労務務環環境境改改善善セセミミナナーー参参加加申申込込書書

令和７年 月 日

茨城県トラック協会 あて ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

会 社 名
住 所
連 絡 先

参加者

氏 名 役職

参加者

氏 名 役職
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協会だより協会だより

過過労労死死等等防防止止対対策策セセミミナナーー ～～健健康康起起因因事事故故のの削削減減をを目目指指ししてて～～

のの開開催催ににつついいてて

本セミナーでは、過労死や健康起因事故を引き起こす原因となる病気（心臓疾患、脳血管

疾患、ＳＡＳ）について知り、生活習慣病の予防方法を学ぶとともに、健康チェックシート

等を用いた小集団による意見交換を行い、新たな気づきを得ることにより、事業者の取り組

みを促し、過労死等の防止並びに健康起因事故の削減を図ることを目的に下記のとおり開催

致します。

つきましては、参加ご希望の方は、申込書にご記入の上、１１月５日 水 までにＦＡＸ、

またはセミナー予約システム にて必要事項を入力の上、

お申込み下さい。

記

１．日 時 令和７年１１月１８日（火） １３：３０～１６：３０ 受付１３時～

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．内 容 （１）座学

過労死等と健康起因事故の現状

健康起因事故に対する国の動向

生活習慣の改善

（２）グループワーク

トラックドライバーの生活習慣改善方法を考える

（３）個人ワーク・座学

健康チェックシートの使用方法と解説

（４）グループワーク

健康管理の取り組み確認について

（５）座学

健康管理の取り組み状況 資料集の確認

４．講 師 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

５．対 象 者 経営者及び運行管理者等

６．受講者枠 ６４名（先着順。定員になり次第、締め切ります。）

※１事業者２名を限度とします。

７．携 行 品 名刺１枚・筆記用具

８．注意事項 ・受講当日のマスク持参、着用は個人の判断にお任せしております。

※２０２６年度Ｇマーク申請及び更新時の加点対象のセミナーとなります。

（管理者、運転者共に３点）

◆問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 猪瀬

電話：０２９－３０３－６３６３

過労死等防止対策セミナーの開催について
～健康起因事故の削減を目指して～
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茨城県トラック協会 業務部 宛

ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

令和７年 月 日

過過労労死死等等防防止止対対策策セセミミナナーー
～～健健康康起起因因事事故故のの削削減減をを目目指指ししてて～～

参参加加申申込込書書

会社名・営業所名

会社所在地

〒

電話番号

番号

受講者

①

所属・役職

氏 名

受講者

②

所属・役職

氏 名

〈〈締締 切切 日日〉〉 令令和和７７年年１１１１月月５５日日（（水水曜曜日日））

※※たただだしし、、定定員員６６４４名名ににななりり次次第第、、締締めめ切切ららせせてていいたただだききまますす。。
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国自貨第２８５号  
令和７年８月２５日  

公益社団法人 

全日本トラック協会 

  会長 寺岡 洋一 殿 

国土交通大臣 

 中野 洋昌 

（公印省略） 

 

トラック運送業における価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について（要請） 

 

平素より、国土交通行政の推進に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立ち、賃上げの流れを中小企業等で働く方々ま

で、そして、取引の上流から下流まで広く行き渡らせるために、賃上げ原資確保の重要な要素で

ある価格転嫁・取引適正化を進めることが重要です。また、サプライチェーンの隅々まで価格転

嫁を浸透させることは、サプライチェーン全体で利益を共有し、賃上げ・投資を促し、取引先に

より支えられている発注者自身の製品・サービスの競争力強化にも繋がるものです。 

また、令和７年１月に開催された「価格転嫁、賃上げ等のチャレンジを進める中小企業を応援

する車座」では、石破総理より、中小企業が価格転嫁できるような仕組み、あるいは、価格転嫁

を阻害する商習慣の一掃に向けた各種の取組を、政府が各業界・企業と連携して進めるよう、指

示がありました。 

こうした点を踏まえ、貴団体におかれては、本要請文を傘下会員の皆様に周知いただくととも

に、特に下記の点について依頼いただきますよう、お願い申し上げます。 

また、貴団体から周知・依頼を受けた個々の事業者におかれましては、経営者・代表者、運賃

交渉担当の幹部の方から、現場の運賃交渉担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただ

くよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。 

 
記 

 
１．下請法・下請振興法の改正内容に関する傘下会員への周知 
令和７年５月１６日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する

法律」が成立し、５月２３日に公布されました。今後、下請法は中小受託取引適正化法（取適法）、

下請振興法は受託中小企業振興法（振興法）が通称となります。両法は、令和８年１月１日に施

行されるため、改正内容について早期に理解を深めていただくことが重要です。 
つきましては、（別添）「下請法・下請振興法改正法について」について、傘下会員への周知を

お願いいたします。今後、国土交通省や地域ごとの説明会も開催していく予定ですので御参加い

ただければ幸いです。 
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（中小受託取引適正化法のポイント） 
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の

提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止 
○対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払

手段も併せて禁止 
○発荷主からトラック事業者への運送委託を対象取引に追加 
○従業員数３００人（役務提供委託等は１００人）の区分を新設し、適用基準を追加 
○事業所管省庁の主務大臣（国土交通大臣）に指導・助言権限を付与 
○「報復措置の禁止」の申告先に主務大臣（国土交通大臣（※））を追加 
※ トラック・物流 Gメンへ申告しやすい環境を整備 

 
（受託中小企業振興法のポイント） 
○発荷主からトラック事業者への運送委託を対象取引に追加 
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加 
○多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に 
○国及び地方公共団体の責務規定の追加 

○主務大臣（国土交通大臣）に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与 

 
２．自主行動計画や取引適正化ガイドラインの改正、商慣習の見直し、パートナーシップ構築宣言 
「取引適正化」及び「付加価値向上」に向けた自主行動計画及び取引適正化ガイドラインを策

定しているトラック運送業界におかれましては、今般の法改正も踏まえまして、自主行動計画の

内容の見直し及び国が策定した取引適正化ガイドラインの見直しへの協力をお願いいたします。

また、重ねてのお願いにはなりますが、価格転嫁を阻害する商慣習の一掃及び「パートナーシッ

プ構築宣言」の推進などに向けて、引き続き、自主行動計画に基づく取組の充実や改善をお願い

いたします。 
 
（参考）内閣官房ホームページ 
・下請適正取引等推進のためのガイドライン策定業種（21種類）（令和 7年 6月時点） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai8/siryou6.pdf 
・取引適正化に向けた自主行動計画策定団体（30業種 80団体）（令和 7年 6月時点） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai8/siryou7.pdf 

 

 

 

 

 



─12─

支部だより適正化だより行政等だより

３．間接的な経費に関する価格交渉対象化の検討 
中小企業庁によれば、企業への調査・ヒアリングを通じ、「近年の物価上昇を受けて、警備、ビ

ルメンテンス、広告等の間接的な経費が上昇しているが、価格交渉において価格転嫁が認めても

らえない。」との声が多く寄せられています。 
すでに、エネルギー価格や労務費の転嫁については、重ねてのお願いを申し上げているところ

ですが、それ以外にも、トラック運送業界におかれましては、運行管理者や整備管理者等の人件

費、ドライバーに対する指導教育費、事務所運営費等の間接的な経費につきましても、取引実態

等に照らし、傘下企業において価格転嫁・交渉の対象としていただきますようお願いいたします。 
 
４．トラック運送業界内における価格転嫁及び賃上げの取組 
トラックドライバーの賃上げのための価格転嫁・取引適正化については、荷主側のみなならず、

トラック運送業界内においても、取り組める余地があるとの認識の下、 
・元請事業者をはじめとする他の事業者に運送委託を行う全てのトラック事業者は、改正物流

法の着実な履行、多重取引構造を当然とする商習慣の見直し、実運送事業者のコストを勘案

した価格決定をしていただくこと 
・全てのトラック事業者は、労務費指針の趣旨を踏まえ、少なくとも運賃収入の上昇分は、ト

ラックドライバーの給与の引き上げに確実に反映いただくこと 
について、引き続き、積極的かつ自主的な取組を進めていただくようお願いたします。 
 

以上 
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重大事故を防ぐため、
適切な点検整備の実施を！

大型自動車は、事故が起こると重大な被害につな
がりかねません。
日頃の点検整備を徹底し、安全な車社会の形成に、
ご協力をお願いいたします。

ナットが締る方向に叩く

○点検ハンマ

いずれかの方法で、緩みがないか日常的に確認しましょう。

きちんと締め付けを行っても、
走行すると
初期なじみにより締め付け
力が低下します。
50～ 100キロほど走行したら、
規定トルクで増し締めを。

十分な締め付け力を得るため、各部を清掃後、
赤色の箇所に潤滑剤（エンジンオイル等）を
薄くぬってください。

清掃し、潤滑剤を塗布してもスムーズに回転し
ない場合は、ナットを交換してください。

●増し締め

車輪脱着時日常点検時

●清掃・潤滑剤の塗布

劣化がひどいものは交換を！

●ゆるみの確認

○ ホイール・ナットへのマーキング

○ ホイール・ナットの回転を指示
するインジケータ類の装着

事故件数は、近年増加

車輪脱落事故啓発動画より（R2. 国交省作成）

車輪脱落のことが
詳しくわかります

動画URL

歩行者にぶつかれば
大事故になりかねません

締付け順序
8本ボルトの場合 10本ボルトの場合

規定の締付トルク

1 1

2

3
9 5

6 10

7
8 4

2

3 4

5 7

8 6

打音点検 目視点検

H30 H31/R1 R2 R3 R4 年度

（件） 発生件数（件） うち人身事故件数（件）

3 4 5 1
0

30

60

90

120

150

81

112
131

140
123

以下に特にご留意を！ 
※ISO規格の例のみ示しています

重大事故を防ぐため、
適切な点検整備の実施を！

ワッシャー

平面座
ホイール・ボルト

ワッシャー付
ホイール・ナット

潤滑剤 潤滑剤

ナットとワッシャーの間（摺
しゅうどうぶ
動部）に、

潤滑剤を忘れず塗ってください！

大型自動車の車輪脱落事故

大型自動車（事業用・自家用）に乗られる皆さんへ
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●自動車の点検・整備のことが詳しくわかります。

■推進：国土交通省  自動車点検整備推進協議会　■後援：内閣府  警察庁  環境省
■協力：独立行政法人自動車技術総合機構　軽自動車検査協会　独立行政法人自動車事故対策機構
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会　一般社団法人 日本自動車工業会　一般社団法人 日本自動車販売協会連合会　一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会　日本自動車輸入組合　一般社団法人 日本自動車連盟　一般社団法人 全国自家用自動車協会　公益社団法人 日本バス協会
公益社団法人 全日本トラック協会　一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会　一般社団法人 全国レンタカー協会　一般社団法人 日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会
一般財団法人 自動車検査登録情報協会　公益財団法人 日本自動車教育振興財団　一般社団法人 日本損害保険協会　全国共済農業協同組合連合会　全国労働者共済生活協同組合連合会
一般社団法人 日本自動車部品工業会　全日本自動車部品卸商協同組合　全国自動車電装品整備商工組合連合会　一般社団法人 自動車用品小売業協会　一般社団法人電池工業会
全国ディーゼルポンプ振興会連合会　日本自動車車体整備協同組合連合会　一般社団法人 日本自動車車体工業会　全国タイヤ商工協同組合連合会　全国自動車部品販売店連合会
一般社団法人 日本自動車部品協会　全国オートバイ協同組合連合会（順不同）

大型自動車の点検整備・車検と事業用自動車の行政処分

事故はバス・トラックともに発生しています
が、特にバスでは、乗客を巻き込む重大事故
につながりかねません
下記のような前兆が見られたら速やかに停車
し、異常の有無を確認してください

異常箇所 症　状
加速 普段より加速しづらい・減速しやすい

ブレーキの効き 普段より効きづらい

振動 ハンドルが異常に振動したり、ハンドルを取られたりする

音、臭い 聞き慣れない音がする

ゴムや樹脂が焼けたような臭いがする

煙 白煙や黒煙が発生している

電気機器 異常な作動を起こしたり、ヒューズが切れたりする

警告灯 警告灯が点灯する、警報ブザーが鳴る

車両火災のことが詳しくわかります

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/
tenkenseibi/tenken/t2/t2-3/

行政処分基準（令和2年3月時点）

＜初違反＞： 警告 ～ 10日 × 違反台数
＜再違反＞： 5日 ～ 20日 × 違反台数

② 定期点検整備の未実施

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

12
か
月
点
検

12
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

３
か
月
点
検

車検 車検

＜初違反＞： 警告 ～ 5日 × 違反台数
＜再違反＞： 3日 ～ 10日 × 違反台数① 日常点検の未実施

車両火災
事故
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e-Gov

 

7 9

HP
URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html

e-Gov
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URL https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/faq URL
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html

e-Gov

/

/

e-Gov Java (Java
Runtime Environment) e-Gov

e-Gov

e-Gov
/

/

e-Gov
/

HP

URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html

HP

03-5253-8111

/

e-Gov
050-3786-2225

9:00 19:00 9:00 17:00
8 3 9:00 17:00

URL http://www.e-gov.go.jp/

e-Gov

e-Gov FAQ  

e-Gov
URL
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jo
uhouka_fr2_000002.html

 e-Gov

URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html
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第18回
ナスバ安全マネジメントセミナー

本セミナーは、運輸安全マネジメント制度の
更なる浸透・定着を図ることを目的に開催し
ており、毎年多くの方にご参加・ご好評いた
だいております。
今回のセミナーでは、『社内教育・訓練』をテー
マとしており、ご講演者の皆様からは、自社の
取組事例を踏まえた輸送の安全に係る取組等
についてご講演いただきます。
自動車運送事業者をはじめとするご参加者の皆様に、本セミナーが
安全管理体制の更なる見直し・改善や、抱えている課題解決等のご
参考となれば幸いでございます。

開催日 2025年11月25日（火）
13:00～17:30（12:00受付開始）

会　場 東京国際フォーラム・ホールB7

参加費 １名様　現地対面 ：3,000円
　　　　オンライン ：2,000円

協賛 公益社団法人 日本バス協会
公益社団法人 全日本トラック協会
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会

主催 ナスバ
独立行政法人 自動車事故対策機構

後援 国土交通省

防災への取り組みについて

近年、自然災害が頻発・激甚化するなか、当社においても毎年、
豪雨・豪雪に警戒するとともに、火山や地震災害への備えの必要
性を感じております。「防災基本方針」の下、災害の態様ごとの対
応マニュアルを策定しておりますが、その周知について取り組みの
一端をご紹介させていただきます。

近道より安全選ぶプロ意識

15:05～　特別講演 ②

重度の障害を負った息子と過ごした30年

桑山　雄次 氏
全国遷延性意識障害者・家族の会　代表

14:35～　特別講演 ①

16:55～　事業者による取組報告 ③（バス）

事業用自動車の安全対策について
鈴木　健介 氏
国土交通省物流・自動車局　安全政策課長

最近の交通事故発生状況など自動車運送事業を取り巻く状況を踏ま
えつつ、ICTを活用した運行管理の高度化、事故防止対策のための支
援等、事業用自動車の安全対策の取り組みについてご説明させてい
ただきます。

13:15～　基調講演 ①

運輸安全マネジメント制度の最新の動向等について
傳田　重弥 氏
国土交通省大臣官房 首席運輸安全調査官

運輸安全マネジメント制度が発足してから来年で20年となる中、改
めて制度創設からこれまでの動きをふり返るとともに、最新の動向や
他の輸送モードを含めた運輸事業者における安全取組事例等につい
てご説明させていただきます。

13:45～　基調講演 ②

15:55～　事業者による取組報告 ①（トラック）

NASVA
SAFETY
MANAGEMENT
SEMINAR

1995年6月、当時小学校2年生であった次男が車に撥ねられ、
頭部を打撲し寝たきり状態となる。
今年で事故より30年、在宅介護は28年を超える。
2004年、各地にあった家族会に呼びかけ全国組織を設立と同
時に代表に就任。自動車事故防止と医療的ケアのある重度障害
者支援のための活動をしている。

行動変容を促す！
「kmプロフェッショナル安全」

16:25～　事業者による取組報告 ②（タクシー）

安全への理念を職場に浸透させる方策と最新の安全装置を効果
的に活用する手法という両面から管理者と乗務員の行動変容を
促し、独自指標「安全走行キロ」の大幅な改善や救護活動の拡大
といった具体的成果を上げた事例をご紹介します。運行管理の現
場ですぐに役立つノウハウをお伝えします。

事業承継のため、26年経験したＣＡを辞め180度違う運送業に
携わることとなりました。あまりにも違う業界にＣＡの経験を活か
し安全とマナー教育を取り入れた経験談と安全教育で最も重要
なことはプロ意識であることをお伝えいたします。

安全運転に必要な力：メタ認知を高めるには

理事長　中村　晃一郎

でん　だ　　　しげ  やすず  き　　　 けん すけ

くわ やま 　　ゆう  じ

島崎　敢 氏
近畿大学 准教授

安全運転には知識や経験だけでなく、自分の考え方や判断のク
セに気づく「メタ認知」の力が重要です。本講演では、ドライバー
が自分の運転を客観視する力、管理者が現場を支える対話の
力に焦点を当て、メタ認知を高める具体的な手法やコーチング
の考え方を紹介します。

しま ざき 　　かん

五月女　奈緒美 氏
三福運輸株式会社
代表取締役

 そ お と め　　　 な　お　 み

鎌田　隆一 氏
箱根登山バス株式会社
取締役 運輸部長

かま  た　　 りゅういちまつ もと　　りょういち

松本　良一 氏
国際自動車株式会社
代表取締役副社長
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第18回 ナスバ安全マネジメントセミナー

●キャンセルについて
11月12日（水）以降のキャンセルにあたっての参加料のご返金はいたしかね
ますので、あらかじめご了承ください。
※本セミナーは国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーではございません。

お申込み要領

お問い合わせ先

アクセスMAP

ナスバ安全マネジメントセミナー事務局
（勝美印刷株式会社内）
TEL：050-5236-2627（平日9:00～17:00土・日・祝日を除く）
e-mail :nasva-seminar@shobix.co.jp

●JR有楽町駅より徒歩1分東京駅より徒歩5分
  （京葉線東京駅と地下1階コンコースにて連絡）
●有楽町線有楽町駅と地下1階コンコースにて連絡

①お申込み
ナスバホームページ（https://www.nasva.go.jp/) からお申込みください。

②「お申込み受付のお知らせ」と「MYページ」のご案内
自動返信で「お申込み受付のお知らせ」をお送りいたします。
また、お申込みいただいた方専用の「MYページ」をご案内します。

④ 「参加証」の発行と「セミナー案内」の発送
申込締切後「参加証」が順次MYページにアップされます。オンライン参加の方には

「セミナー案内」を順次発送いたします。

⑤セミナー当日
セミナー当日は④の参加証を出力してご持参ください。
スマートフォンで提示いただいても結構です。（オンライン参加の方は、セミナー
 1週間前にメールにてご参加方法を案内いたします。）

●お申込みから当日までのスケジュール

https://www.youtube.com/watch?v=-BrqjR8n7fM

前回セミナーの様子をご覧いただけます！

本セミナーへのご参加は
「現地での対面参加」または「オンライン配信参加」

からお選びいただけます。

セミナー開催風景 支援ツール機器展示・紹介風景

前回セミナー ダイジェスト動画

ナスバHP

●お申込み開始　2025年9月1日（月）9:00から
●お申込み期限　2025年11月7日（金）17:00まで
　※定員になり次第、締切とさせていただきます。

③参加料のお支払い
「お申込み受付のお知らせ」と「MYページ」内に記載してありますので、期日までにお
支払いください。

･「現地対面」はお席に限りがあります。
･「オンライン」はライブ配信です。
･後日アーカイブ動画も配信します。

注意事項
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●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

計
画
的
な

取
得
で

実
り
あ
る

休
暇
を
！

10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

 年 次 有 給 休 暇   を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。

なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。
2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。

前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間
3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた
残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が
行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

❶日数 付 与日数 から５日を除 い た 残りの日数を計 画 的 付 与 の 対 象 にできます 。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

❷活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企 業 、事 業 場 の 実 態 に 合 わ せ たさまざまな付 与 の 方 法 があります 。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間 30 分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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 古河労働基準監督署 

【【古古河河労労働働総総合合庁庁舎舎４４階階】】  【【古古河河労労働働総総合合庁庁舎舎１１・・２２階階】】  

※電話番号に変更はございません ※電話番号に変更はございません 

管轄：古河市・境町・五霞町 

〒３０６－０２３５ 

古河市下辺見２０９９ 

古河労働総合庁舎 
 

「古古河河駅駅東東口口」から茨茨急急ババスス「古古河河市市三三和和庁庁舎舎」方面行き 

「仲仲のの橋橋」下車徒歩２分 

移転先 

所在地 

西牛谷辺見線から「右右折折」」での入庁は出来ません 

おお車車ででおお越越ししのの方方は 
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火

木 

 

ハローワークのご利用は、簡単・便利な雇用保険電子申請 
マイページ開設による求人・求職オンラインサービスで！ 

 

 

 〒３１０－８５０９ 

  水戸市宮町１－２－４ マイムビル８階 

  TEL０２９－２３１－６２２１（※電話番号に変更はございません） 
 

 

ママイイムムビビルル正正面面入入りり口口左左側側エエレレベベーータターーでで８８階階へへ  
※エスカレーターでは８階に行けません 

●水戸駅北口から徒歩１分 （ペデストリアンデッキ直結） 
 ⇒マイムビル２階入口からお入りください 

●水戸駅北口バス停から徒歩１分 
⇒マイムビル１階入口からお入りください 

 

アクセス 

来所の際は公共交通機関をご利用ください 
 
 

ハローワーク専用の駐車場・駐輪場はございません。 

ハローワーク利用での料金割引サービスもございません。 なっ戸
と
くん なつ水

み

ちゃん 

令和 8年 

1.13 ～ 
火火 
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一般社団法人　東京都トラック協会

〒160ー0004　東京都新宿区四谷3 ー1ー 8  東京都トラック総合会館内
TEL.  03ー3359ー4137   FAX.  03ー3359ー6020

至
新
宿

丸ノ内線

四谷消防署 みずほ銀行

至
市
ヶ
谷

至新宿

至東京
J
R
中
央
線J

R
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ツ
谷
駅

新宿通り

至
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坂
見
附

丸
ノ
内
線
四
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谷
駅

南
北
線 

四
ツ
谷
駅

丸ノ内線四谷三丁目駅

至
信
濃
町

至
都
営
新
宿
線

   

曙
橋
駅

東京都トラック総合会館

 ・東京メトロ丸ノ内線　四谷三丁目駅下車徒歩3分

物流経営士認定
修了後の試験に合格することにより、（公社）全日本トラック協会から

　　　　　　　として認定されます。

マネジメント能力
受講生同士のグループ討議等を通じて、視野の拡大と
マネジメント能力・プレゼンテーション能力が向上し
ます。

ビジネスチャンス
をつかむ

いち早く有効な情報を見いだして、ビジネス
チャンスをつかむ能力を高めます。

ヒューマン・
    ネットワーク

専門講師陣により、経営の基礎から物流の方向性
まで幅広い知識が学べます。

幅広い知識を習得

第26期  物流経営士課程第26期  物流経営士課程
～物流新時代をリードする若手経営者、経営幹部のために～～物流新時代をリードする若手経営者、経営幹部のために～

物流経営士資格認定講座 受講のご案内

令和7年11月5日 ～ 令和8年7月22日

1

32

4 5

5大メリット

長期研修を通じ、受講生同士のヒューマン・
ネットワークが構築できます。開校以来、輩出
された700名以上の物流経営士との間におい
てもヒューマン・ネットワークが大きく広がり
ます。



─41─

適正化だより適正化だより行政等だより

一般社団法人　東京都トラック協会

〒160ー0004　東京都新宿区四谷3 ー1ー 8  東京都トラック総合会館内
TEL.  03ー3359ー4137   FAX.  03ー3359ー6020
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駅

東京都トラック総合会館

 ・東京メトロ丸ノ内線　四谷三丁目駅下車徒歩3分

物流経営士認定
修了後の試験に合格することにより、（公社）全日本トラック協会から

　　　　　　　として認定されます。

マネジメント能力
受講生同士のグループ討議等を通じて、視野の拡大と
マネジメント能力・プレゼンテーション能力が向上し
ます。

ビジネスチャンス
をつかむ

いち早く有効な情報を見いだして、ビジネス
チャンスをつかむ能力を高めます。

ヒューマン・
    ネットワーク

専門講師陣により、経営の基礎から物流の方向性
まで幅広い知識が学べます。

幅広い知識を習得

第26期  物流経営士課程第26期  物流経営士課程
～物流新時代をリードする若手経営者、経営幹部のために～～物流新時代をリードする若手経営者、経営幹部のために～

物流経営士資格認定講座 受講のご案内

令和7年11月5日 ～ 令和8年7月22日

1

32

4 5

5大メリット

長期研修を通じ、受講生同士のヒューマン・
ネットワークが構築できます。開校以来、輩出
された700名以上の物流経営士との間におい
てもヒューマン・ネットワークが大きく広がり
ます。

● 受 講 資 格  ① （一社）東京都トラック協会会員事業者の役員又はその社員で、経営管理職の経験 3 年以
　 上の方若しくはこれに準ずる方
②   関東トラック協会会員事業者の役員又はその社員で、経営管理職の経験 3 年以上の方若し

くはこれに準ずる方
③ その他特に会長が認めた方

● 募 集 定 員 30 名（受講が決定した方には、受講決定通知書をお送りいたします。）

● 研 修 期 間 令和 7 年 11 月 5 日～令和 8 年 7 月 22 日。修了式は、9 月 16 日。

● 授 業 時 間 総計 106 時間

● 場 　 　 所 東京都トラック総合会館内　他

● 受講日、時間 ① 一 般 講 義 原則として水曜日の 13 時 30 分～ 17 時 45 分
講師の都合により、他の曜日、時間帯になる場合もあります。

② 宿 泊 研 修

　        第 1 回 令和 7 年11 月（1 泊 2 日）今後の学習目標を明らかにするとともに、
本講座のねらいや物流業の基礎を学びます。また、受講生同士の交流の
場ともなります。

　        第 2 回 令和 8 年6 月（１泊 2日）ケーススタディを中心とした演習とグル－プ 
ディスカッションにより修了論文である「自社計画」策定の足がかり
を作ります。

● 修 了 資 格 一定割合以上の履修と修了論文「自社計画」の提出（採点と発表）により、修了証が授与されます。

◆ 物流経営士資格  本講座を修了された方で、別に行う試験に合格された方には、（公社）全日本トラック協会から
 「物流経営士」資格が授与されます。

● 受 　 講 　 料 ①東ト協会員事業者の役員及びその社員 35 万円（消費税込み）
②関ト協会員事業者の役員及びその社員 35 万円（消費税込み）
③その他の方 40 万円（消費税込み）
　受講料は、一括前納とします。受講決定通知後、指定口座にお振り込みください。
　受講料は、途中で受講を辞められてもお返しいたしません。
　※（ 公社）全日本トラック協会から物流経営士課程を修了し、試験に合格した方に、奨励金

5 万円が交付されます。また、厚生労働省の人材開発支援助成金も条件はありますが、
活用できます（詳しくは、各労働局へお問い合わせください）。　 

● 受 講 申 込 別紙申込書に必要事項を記載のうえ、東京都トラック協会へファックスでお申込みください（関東
各県トラック協会会員の場合は所属協会を経由）。
その他の方は、直接お申込みください。 
申込期間：9 月 1 日（月）～ 10 月 20 日（月）
FAX：03 － 3359 － 6020

受講生募集要領
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1 （土） ～

2 （日） ～

2 （日） ～

～

3 （月） ～

5 （水） ～

6 （木） ～

～

8 （土） ～

9 （日） ～

9 （日） ～

～

12（水） ～

12（水） ～

13（木） ～

13（木） ～

～

16（日） ～

19（水） ～

21（金） ～

22（土） ～

22（土） ～

23（日） ～

24（月） ～

～

29（土） ～

29（土） ～

<２０２５年> １１月運行管理者等指導講習日程 2025/8/21

11

月

【貨物】 一般講習【茨ト協水戸線支部主催：筑西市会場】 10時00分 16時00分

～３日間 16時30分

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時00分 14時00分

【貨物】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

　〃　　　　２日目・３日目 9時30分

【貨物】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習【出張：常総市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習【群ト協太田支部主催：太田市会場】 10時00分 16時00分

【旅客】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

【旅客】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

【貨物】 一般講習【出張：矢板市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】

【貨物】

一般講習【出張：宇都宮市清原会場】 10時00分 16時00分

一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

第８回初任運転者特別教育　１日目【栃ト協主催／会場：ﾄｰﾌﾞﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ】 10時00分 18時00分

～２日間 　　　〃　　　　　　　　　２日目 8時00分 17時15分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

【貨物】
特別講習　　１日目 10時00分 17時00分

～２日間 　〃　　　　２日目 10時00分 17時00分

【貨物】 テールゲートリフター特別教育(6時間) 10時00分 17時30分

【旅客】 一般講習　<昼休憩なし> 9時00分 14時00分

【貨物】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

栃木県鹿沼市流通センター６６ とちぎ流通センター連合会館内

TEL.0289-74-5070
hhttttpp::////aa--sseecc..jjppとちぎ安全教育センター

国土交通大臣認定業務実施機関
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    令令 和和 ７７ 年年 ８８ 月月  

      茨茨城城県県警警察察本本部部交交通通総総務務課課  

NNoo..２２８８  

                                    
 

令令和和７７年年７７月月末末  のの  交交通通死死亡亡事事故故のの特特徴徴【【発発生生件件数数4444件件、、死死者者4466人人】】         

○○  本本県県のの死死者者    4466人人          前前年年比比    －－７７人人      全全国国ワワーースストト第第９９位位  
◇ 人口10万人当たり           1.64人 （全全国国ワワーースストト第第1111位位） 

      ◇ 自動車１万台当たり         0.17人 （全全国国ワワーースストト第第1199位位） 
      ◇ 道路千キロメートル当たり   0.83人 （全全国国ワワーースストト第第3333位位） 

○○  全全国国のの死死者者数数    11,,334466人人、、前前年年比比  －－6633人人（（増増減減率率  --44..55％％））  

◆◆    「「高高齢齢者者」」のの死死者者数数  2255人人  ((構構成成率率  5544..33%%))、、前前年年比比－－１１人人      ((全全国国ワワーースストト第第1100位位))  

◆◆    「「飲飲酒酒運運転転」」にによよるる死死亡亡事事故故はは４４件件、、前前年年比比±±００件件  

◆◆    「「高高齢齢者者」」がが第第１１当当事事者者ととななるる死死亡亡事事故故はは1177件件、、前前年年比比－－６６件件  

◆◆    シシーートトベベルルトト非非着着用用のの死死者者数数はは1111人人、、前前年年比比＋＋２２人人  

◆◆    県県西西地地域域でで1177人人  ((構構成成率率  3377..00%%))  
      
【【交交通通死死亡亡事事故故のの主主なな特特徴徴】】  

 

  
((11))  市市  町町  村村  
   ※高速道路を除く 

◇ 多発市町村 ７人～ 水戸市(-1) 
        ４人～ 古河市(-1) 

((22))第第11当当事事者者のの  
年年齢齢層層（（件件)) 

◇ 70歳以上 12件(-5),60歳代 ７件(+1),20歳代 ６件(-4) 
◇ 高齢者 17件(-6),青少年 ５件(±0) 

((33))  

第第11当当事事者者のの
違違  反反  ((件件))  

◇ 一時不停止 10件(+10),前方不注意 ７件(-5)  
信号無視(+4),歩行者妨害(+1),運転操作不適(-2),最高速度(-2) 各４件 

飲飲  酒酒  運運  転転
          ((件件)) 

◇ 飲酒運転による交通死亡事故 ４件(±0) 

((44))  状状  態態 
◇  四輪車 26人(+3) うち同乗 ８人(+2),歩行者 12人(-7) うち横断中 ８人(-4) 

自転車 １人(-3),二輪車 ７人(±0) 

((55))  シシーートトベベルルトト 
◇ 四輪乗車中 26人 

うちシートベルト非着用 11人(42.3%),着用 14人(53.8%),着用不明 １人(3.8%) 
  非着用11人中､８人(72.7%)は着用していたら助かった可能性あり 

((66))  時時間間・・昼昼夜夜 
◇  時間帯別 ４～６時 ７人(+4),10～12時 ６人(+2) 
◇  昼間 27人(-1) 構成率 58.7%,夜間 19人(-6) 構成率 41.3% 

 
((77))  事事  故故  類類  型型  

 

◇ 人対車両 11人(-8),うち横断中 ８人(-4) 
◇  車両相互 21人(+3),うち出会い頭 16人(+14) 
◇  車両単独 14人(-1),うち工作物 12人(+1) 
◇  列車 ０人(-1) 

((88))  死死者者のの年年齢齢層層  
◇ 70歳代 12人(+3),80歳以上 11人(-4) 
◇ 高齢者 25人(-1) 構成率 54.3%,青少年 ４人(±0) 構成率 8.7% 

特特  記記  事事  項項  

◇ 令和７年７月中の死亡事故(発生件数３件,死者数４人)の特徴 
・昼夜別では、昼間が３件 
・事故類型別では、出会い頭が２件 
・道路形状別では、交差点が３件 
・死者の年齢別では、高齢者が３人 
・１件で死者２名の事故が発生(桜川市) 

※注１ ｢青少年」とは16歳以上24歳以下、「高齢者」とは65歳以上をいう。 
２ ｢飲酒運転｣とは原付以上が第1当事者となった事故で、その運転者が飲酒していた場合をいう。 

３ (   )内は前年比 

 

～～ 令令 和和 ７７ 年年 ７７ 月月 末末 のの 交交 通通 死死 亡亡 事事 故故 ～～  
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【多多発発市市町町村村】 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                   
     

 
 

 

 

自自動動車車盗盗地地域域別別認認知知状状況況

■県県央央地地域域 
  33 件（－27 件） 

  乗用車    19 件 
  貨物車     3 件 

■県県西西地地域域 
   80 件（＋17 件） 

乗用車    56 件 
貨物車    11 件 

■県県南南地地域域 
242 件（＋115 件） 

  乗用車    190 件 
貨物車     20 件 

■鹿鹿行行地地域域 
  32 件（－24 件） 
 乗用車    19 件 
 貨物車     7 件 

■県県北北地地域域 
3 件（－9 件） 

乗用車    2 件 
  貨物車    0 件 

●令令和和７７年年７７月月末末  
認知件数 390 件（前年同期比 ＋72 件） 

茨茨城城県県警警察察本本部部生生活活安安全全総総務務課課

【ハンドルロック】 

【※地域は、警察署の位置を基準】 
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８月６日(水)・７日(木)の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、

貨物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象と

する初任運転者講習会を開催しました。令和７年度第５回目の今回は、２０事業

所から２５名が参加しました。 
茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対

して行う指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間につ

いて、一般的な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修

テキストの他、ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の

重要性、さらには「危険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映

像を用いた教材を活用しながら講習会を実施しました。両日とも講習内容の把

握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者全員で講習内容の理解を

深めました。 
受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要

とする基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かり易かった。

本講習会で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見

が聞かれ、安全運転・事故防止についての意識を高めることができました。 
 

 
　８月６日 ( 水 )・７日 ( 木 ) の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、貨
物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の運転者と
して常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象とする初任運転
者講習会を開催しました。令和７年度第５回目の今回は、２０事業所から２５名が参
加しました。
　茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対して
行う指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間について、一
般的な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修テキストの他、
ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の重要性、さらには「危
険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映像を用いた教材を活用しな
がら講習会を実施しました。両日とも講習内容の把握を目的とする理解度テストを実
施しながら、受講者全員で講習内容の理解を深めました。
　受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要とす
る基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かりやすかった。本講習会
で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見が聞かれ、安全
運転・事故防止についての意識を高めることができました。
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初初任任運運転転者者教教育育のの開開催催ににつついいてて

（一社）茨城県トラック協会では「初任運転者特別講習」を「貨物自動車運送事

業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する

告示」（国土交通省告示第１３６６号）に基づき初任運転者に対する座学の１５時

間以上の教育について、実車を用いて指導する項目を除く教育（１２時間）を協会

が事業者に代わって開催しますのでご案内します。  
 

記  
 
１１ 初初任任教教育育開開催催日日及及びび時時間間   

 毎月開催

 午前９時３０分から午後４時３０分まで

＊座学１２時間の教育内容を、２日間で教育を行います。

２２ 開開催催場場所所   
茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  
茨城県水戸市見川町 2440－1 TEL029-303-7201（適正化事業部）  

 
３３ 初初任任運運転転者者教教育育内内容容   

座学１２時間：初任教育カリキュラム参照（別添）  
なお、実車を用いた教育（積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造

上の特性）については、各事業者において３時間以上実施すること  
 

４４ 教教育育対対象象者者   
初任運転者（運転手として新たに雇い入れた者で、営業用トラックの経験がな

い、あるいは経験はあるが３年以上のブランクのある方が対象になります）  
 
５５     申申込込みみ方方法法   

毎月、開催日の５日前迄を締切りとし、別紙により「初任運転者教育申込書」

を または、セミナー予約システム

にてお申込み下さい。

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）  
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初任運転者に対する特別な指導教育カリキュラム
教 育 内 容 時間 実施機関 備考

１. 運転の心構え トラック輸送の社会的重要性、事故の社会的影響、
交通事故統計を用いた教育、安全運行の心構え

２. 安全確保の遵守すべき基本的事項 トラック運行に係る法令、義務を果たさない場合の
影響の把握

３. 構造上の特性 トラックの特性に合わせた運転、トレーラーの特性
に合わせた運転、貨物の特性を理解した運転

４. 正しい積載方法 偏荷重の危険性、安全輸送のための積付け・固縛の
方法、荷崩れ防止のための走行中の留意事項

５. 過積載の危険性 過積載による事故要因と社会的影響、過積載による
罰則、過積載の防止

６. 危険物運搬上の留意事項 危険物の性状、危険物輸送の基本的事項、タンク
ローリー運行上の注意事項

７. 運行経路等の道路及び交通状況 適切な運行経路の選択と経路情報の把握、許可運送
における経路選択

８. 危険予測及び回避 危険予測運転の必要性、危険予測のポイント、危険
予知訓練、指差呼称及び安全呼称、緊急時における
適切な対応

９. 運転適性に応じた安全運転 適性診断の必要性、適性診断結果の活用方法

10. 運転者の生理及び心理的要因 交通事故の生理的・心理的要因、過労運転防止の
ための留意点、飲酒や薬物影響による危険運転防止
のための留意点、ヒューマンエラーを防ぐために

11. 健康管理の重要性 健康起因の事故と健康管理の必要性、健康管理の
ポイント

12. 安全性の向上を図るための援装置
を備える運転方法

運転支援装置に係る事故の事例、運転支援装置の
性能及び留意点

１. 日常点検業務 日常点検、点検簿等の記載要領

２. 特性に応じた運転方法 車高、車長、車幅に合わせた運転と死角等

３. 積載方法及び固縛方法 積付け、固縛要領

教　育　項　目

実
車
使
用

小　計　　３時間
合　計　　１５時間以上（法定義務）

小　計　１２時間

茨
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

国
土
交
通
省
発
行
　
一
般
的
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
D
V
D
等
を
使
用

事
業
者
が
実
施

３
時
間
以
上

１２
時間
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別紙  
（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会適適正正化化事事業業部部 行行きき   
FFAAXX::００２２９９－－３３００３３－－７７２２００２２   

令令和和 年年 月月 日日   

（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員専専用用初初任任運運転転者者教教育育申申込込書書

申申込込月月   開開催催日日   実実施施時時間間   

  令令和和７７年年１１００月月 ２２日日（（木木））・・ ３３日日（（金金）） ～～ ～～

  令令和和７７年年１１１１月月２２６６日日（（水水））・・２２７７日日（（木木）） ～～ ～～

  令令和和７７年年１１２２月月 ２２日日（（火火））・・ ３３日日（（水水）） ～～ ～～

  

申申込込月月にに「「○○」」印印をを記記入入ししてて下下ささいい。。   

＊  開催場所：茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  

＊  教育は２日間になります。昼食は各自準備お願いします。  

＊  受講者は、事業用トラックドライバー研修テキスト（１０冊組）を持参してください。  

＊  教育対象者は、運転手として新たに雇い入れた者で営業トラックの経験がない、あるいは

経験はあるが 3 年以上のブランクのある方が対象です。  

＊  茨城県トラック協会会員様のみ受講できます。  

 

 

会会 社社 名名    営営業業所所名名    

申申込込事事業業所所住住所所   〒      

電電話話・・FFAAXX 番番号号   TEL FAX 担担当当者者名名     

受受講講者者氏氏名名   
フリガナ  生生年年月月日日 性性別別 男男性性・・女女性性   

年 月 日 

採採   用用   年年   月月   日日   令和 年 月 日

受受講講者者のの運運転転   

経経験験にに○○印印   

１ 事業用自動車（トラック）の運転経験がない者  

２ 事業用自動車（トラック）の運転から 年以上離れていた者

運運転転免免許許のの種種類類   普通・５トン限定準中型・準中型・８トン限定中型・中型・大型・けん引・（ ）  

所所属属支支部部   県北・日立・水郡線・常陸那珂・水戸・石岡・土浦・県南・水戸線・常総・古河・県西・鹿行  
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＝ 茨城県トラック協会  会員の皆さまへ ＝ 

初任運転者教育が ラーニングで受講できます  
す＜トラックドライバー初任運転者教育のオンライン型学習システムを導入＞

茨城県トラック協会では、従前より参集型の初任運転者特別講習を開催してお

りますが、それに加え、「いつでもどこでも」オンラインで学習し、受講資格を取得

することができる ラーニング（会員限定）を導入しました。会員事業所のパソコン

等から、Ｗｅｂでオンライン受講することができますので是非ともご活用下さい。

 

 
ラーニングの初任運転者講習はパソコン・スマートフォン・タブレット

に対応しており、いつでもどこでもお好きな時間に受講することが出

来ます。※ 環境での受講を推奨いたします。

☆この他、実際にトラックを運転させた安全運転の実技指導（添乗教育
等）が２０時間以上必要となります。 

【その他のメリット】

・会員事業者や受講対象者の都合に合わせて申込み、受講が可能。

・各講座に理解度チェックリストがあり、効果測定後に適切なフォローが可能。

・終了後に指導教育記録簿（修了証）、実車を使用しての指導項目教材一式をメールで送付。

【受講要領】

① 受講料金：無料（会員限定）
② 受講期間：５日間を１枠とし、この５日間に受講完了する。
③ 受講対象：会員事業者の新たに雇い入れた運転者とし、非会員の申込みは受け付けない。
④ 受講人数：１枠につき１事業所２名まで（１枠最大５名まで）とする。
⑤ 申込期限：受講開始日の３日前まで。
⑥ 申込確認：申込み受付完了後、入力頂いたメールアドレスに予約内容の確認メールが自動

配信されます。メールアドレスを間違えて入力しますと確認メールが届きません

ので、良くご確認の上入力願います。

☆お申込みは上記のＱＲコード、または
ホームページのネット予約ページから
バナーをタップ！

スマホ用 QR コード  

国土交通省で定めている「初任運転者に対する特別な指導」の法定義

務は１５時間以上。そのうち１２時間分の座学講座を ラーニングで

受講できます。※実車を用いた指導（３時間）は各社で実施し、記録を残して下さい。
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⑩

⑨

○
⑤

○ ③

○ ⑥

⑦
○
○ ②
○ ④

○

○ ⑧

○ ①

Ⅶ．運輸安全
      マネジメント

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他

比　率

特　別（支局監査後の改善確認）

個　別（5両未満の霊柩事業者）

合　計

新　規（新規参入）

新　規（新設営業所）

特　別（労基通報による乗務時間調査）

通　常

Ⅴ．労基法等

1.就業規則が制定され、届出されているか。

2.３６協定が締結され、届出されているか。

3.労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く）。

4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適切にされているか。

Ⅵ．法定福利
1.労災保険・雇用保険に加入しているか。

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

1.運輸安全マネジメントの実施は適切か。

※「重点」の項目は、巡回時において調査する38項目中〇印の9項目です。否がある場合は総合評価が1段階下がる判定となります。
※「評価点」の項目は、太枠の25項目であり、安全性評価事業（Gマーク）の点数で合計40点です。

巡回種別／評価区分 合計

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

Ⅳ．車両管理等

1.整備管理規程が定められているか。

2.整備管理者が選任され、届出されているか。

3.整備管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適切に行っているか。

5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が
保存されているか。

Ⅲ．運行管理等

1.運行管理規程が定められているか。

2.運行管理者が選任され、届出されているか。

3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割りが作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適切に管理されているか。

6.過積載による運送を行っていないか。

7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

Ⅱ．帳票類の
     整備、報告等

1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。

2.自動車事故報告書を提出しているか。

3.運転者台帳が適切に記入等され、保存されているか。

4.車両台帳が整備され、適切に記入等されているか。

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか（本社巡回に限る）。

順位

Ⅰ．事業計画等

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適切か。

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

6.届出事項に変更はないか（役員・社員・特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等）
（本社巡回に限る）。

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

平成２９年４月　適正化巡回指導項目別調査結果

区分
重
点

評
価
点

調　　査　　事　　項
指導
件数

(否)
件数

(否)率

令令和和７７年年 ８８月月 適適正正化化巡巡回回指指導導項項目目別別調調査査結結果果
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～～ 茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員へへおお知知ららせせ ～～

会会員員はは技技能能講講習習（（フフォォーーククリリフフトト、、ははいい作作業業主主任任者者、、

小小型型移移動動式式ククレレーーンン））をを労労働働局局長長登登録録教教習習機機関関ににおおいい

てて受受講講ししたた場場合合、、おおよよびび各各教教習習機機関関等等ににおおいいててテテーールル

ゲゲーートトリリフフタターー特特別別教教育育をを受受講講ししたた場場合合、、トトララッックク協協会会

へへのの請請求求にによよりり一一定定額額のの助助成成金金がが支支給給さされれまますす。。

詳詳細細はは、、トトララッックク協協会会業業務務部部へへおお尋尋ねね下下ささいい。。

～～ 講講習習会会にに参参加加すするる方方へへおお願願いい ～～

受受講講者者のの確確認認ののたためめ、、運運転転免免許許証証のの掲掲示示ををおお願願いい

すするるここととががあありりまますす。。

ままたた、、発発熱熱等等のの症症状状ががみみらられれるる場場合合、、受受講講をを見見合合わわ

せせてて下下ささいい。。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部

ＴＥＬ：０２９（３０３）７２０３

ＦＡＸ：０２９（３０３）５０７０
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